
施策の基本的方向 具体的施策 関連提言等

①男女共同参画会議の機能発揮 ①男女共同参画会議の機能発揮

②男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況の監視

　・男女共同参画会議苦情処理・監視専門調査会による施策の監視の実施（内閣府　13年度～）

国の審議会等委員への女性の参画の促進、女性国家公務員の採用・登用等の促進

及び仕事と子育て両立支援策の方針について（14年7月）

男女共同参画にかかわる情報の収集・整備・提供（15年7月）

男女共同参画の視点に立った政府開発援助（ＯＤＡ）の推進について（16年4月）

国際基準・規範の国内への取り入れ・浸透について（16年7月）

③政府の施策が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響についての調査

　・男女共同参画会議・影響調査専門調査会の開催（内閣府　14年度～）

「ライフスタイルの選択と税制・社会保障制度・雇用システム」に関する報告（14年12月）

「ライフスタイルの選択と雇用・就業に関する制度・慣行」についての報告（16年7月）

①施策の総合的推進、フォローアップ

　・毎年「男女共同参画白書」において、各府省が講じた施策をまとめている（内閣府　12年度～）

　・男女共同参画基本計画推進状況調査を実施（内閣府　15,16年度）

１ 国内本部機構の
組織・機能強化

(1)男女共同参画会
議の機能発揮

施策の実施状況及び関連統計等

　・男女共同参画会議の下に基本問題専門調査会、女性に対する暴力に関する専門調査会、苦情処理・監
視専門調査会、影響調査専門調査会、仕事と子育ての両立支援策に関する専門調査会を設置（内閣府　13
年）
　（仕事と子育ての両立支援策に関する専門調査会については、任務を終え廃止（13年6月））

②男女共同参画社会の形成の促進
に関する施策の実施状況の監視

③政府の施策が男女共同参画社会
の形成に及ぼす影響についての調
査

①施策の総合的推進、フォロー
アップ等

・男女共同参画会議の下に、男女共同参画基本計画に関する専門調査会、少子化と男女共同参画に関する
専門調査会を新設し、監視・影響調査専門調査会を再編し設置。(これに伴い、苦情処理・監視専門調査
会、影響調査専門調査会は廃止)（内閣府　16年7月）

（２）総合的な推
進体制の整備・強
化等

第３部　計画の推進

・男女共同参画会議の「女性
のチャレンジ支援策につい
て」において、「様々な支援
を進めるためには、その目標
達成に向けて、実施機関及び
その関係機関が女性のチャレ
ンジの現状、課題について常
時把握し、支援策へ反映すべ
きである。様々な分野におい
て、ポジティブ・アクション
が着実に実施されるよう、現
状分析、取組の定量的及び定
性的な評価並びに結果の施策
への反映を行うことが期待さ
れる。」ことを意見として決
定（15年4月）。
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施策の基本的方向 具体的施策 関連提言等 施策の実施状況及び関連統計等

②年次報告等の作成 ②年次報告等の作成

　・男女共同参画白書の作成（内閣府　12年度～）
③行政職員の研修機会等の充実 ③行政職員の研修機会等の充実

　・男女共同参画に関する「基礎研修」及び「政策研修」を実施（内閣府　14年度～）

④国際機関、諸外国の国内本部機構との連携・協力の強化等

　・途上国の国内本部機構職員を招聘して、男女共同参画推進セミナーを実施（内閣府　9年度～）

　・ＥＳＣＡＰ主催の男女共同参画国内本部機構会議へ出席（内閣府　15年）

　・ノルウェー・日本ジョイントシンポジウム「男女共同参画社会の未来戦略」の開催(内閣府 15年5月)

⑤内閣府男女共同参画局の機能発揮

⑥男女共同参画担当大臣の補佐体制の充実

⑦男女共同参画推進本部及び男女共同参画担当官会議の機動的開催等

　・男女共同参画推進本部の開催（13年以降は3回開催）

　・府省内男女共同参画推進本部の開催（全府省　６年～）

　・男女共同参画担当官会議の開催（13年以降は3回開催）

⑧男女共同参画推進本部担当部署の充実等

⑨苦情の処理等のための、行政相談委員、人権擁護委員等の積極的活用

　・行政相談委員の中から、男女共同参画に関する施策についての苦情の処理に関し、中心的な役割

を果たす「男女共同参画担当委員」を15年９月に指名(16年８月現在、124名)。(総務省）

　・施策についての苦情の解決に当たっての視点・方法論、苦情事例等を紹介する「苦情処理ガイド

ブック」を作成し、行政相談委員、人権擁護委員等に配布（内閣府　16年1月）

　・地方公共団体における苦情処理事務担当者、行政相談委員、人権擁護委員を対象とする苦情処理

研修の実施（内閣府　16年度～）

⑦男女共同参画推進本部及び男女
共同参画担当官会議の機動的開催
等

⑤内閣府男女共同参画局の機能発
揮

④国際機関、諸外国の国内本部機
構との連携・協力の強化等

　・カンボジア等、途上国の国内本部機構に対するジェンダー主流化等に係る知的支援を実施（内閣府
15年～）

　・諸外国、国際機関の有識者を招聘し、シンポジウム「男女共同参画グローバル政策対話」を東京と地
方で開催（13年度～）

⑧男女共同参画推進本部担当部署
の充実等

⑨苦情の処理等のための、行政相
談委員、人権擁護委員等の積極的
活用

⑥男女共同参画担当大臣の補佐体
制の充実

・男女共同参画会議の「男女
共同参画に関する施策につい
ての苦情の処理及び人権侵害
における被害者の救済に関す
るシステムの充実・強化につ
いて」において、行政相談員
については、女性委員の積極
的な委嘱を進めるとともに、
都道府県域など一定の圏域ご
とに男女共同参画に関する高
い識見を有するものが確保さ
れるよう、男女共同参画に関
する専門相談機関等で相談等
の活動に携わった経験豊富な
者に委嘱する専門委員制度等
が必要である、人権擁護委員
は、男女共同参画社会の形成
を阻害する要因による人権侵
害についての把握や相談等の
活動を行ってきたが、今後も
一層積極的な役割を果たすべ
き等を意見として決定(14年10
月)。
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施策の基本的方向 具体的施策 関連提言等 施策の実施状況及び関連統計等

①男女共同参画社会の形成に関する調査研究

　・男女共同参画諸外国制度等調査研究を実施、行政機関、関係団体に配布（内閣府　13年度、14年度）

対象国：英国、ドイツ、スウェーデン、アメリカ、フィリピン、韓国

　・男女共同参画社会に関する国際比較調査を実施、ホームページに結果を掲載（内閣府　14年度）

対象国：英国、ドイツ、スウェーデン、アメリカ、フィリピン、韓国

　・「男女共同参画研究会」報告書　～女性の活躍と企業業績～　（経済産業省　15年6月）

　・「男女共同参画社会研究会～女性の自己雇用に関する研究会～」報告書　（経済産業省　16年5月）

②国際社会及び諸外国における取組の動向に関する情報の提供

③我が国の取組の海外への発言

　・男女共同参画白書の概要の英語版を作成、配布（内閣府）

③我が国の取組の海外への発言

　・男女共同参画に関する諸外国調査等の結果をホームページに掲載するほか、リーフレット等をフォー
ラム、講演会等の機会に配布（内閣府）

　・「男女共同参画に関する研究会」報告書　～経済主体・経済活動の多様化と活性化を目指して～
　　（経済産業省　13年6月）

　・15年版男女共同参画白書について、フォーリンプレスセンターにおいて記者レクを実施
　　（内閣府　15年）

①男女共同参画社会の形成に関す
る調査研究

・男女共同参画会議の「政府
が実施する男女共同参画社会
の形成の促進に関する施策の
実施状況の監視について」に
おいて、国際的に関心が高い
テーマについて、我が国の実
情を示す統計情報を積極的に
発信するとともに、英語版の
ホームページによる統計情報
の提供を推進することが必要
であること等を意見として決
定（15年7月）。

②国際社会及び諸外国における取
り組みの動向に関する情報の提供

２　調査研究、情
報の収集・整備・
提供

・男女共同参画会議の「女性
のチャレンジ支援策につい
て」において、「いずれの分
野においても、関連する継続
的な男女別の統計調査、意識
調査等を活用することにより
実態を把握し、チャレンジ支
援策の実効性を高める必要が
ある。・・・男女共同参画の
観点から既に行政が行ってい
る統計調査を見直すととも
に、新たに必要な調査等も含
め、引き続き情報の収集・整
備・提供のための検討を行
う。」ことを意見として決定
（15年4月）。

3/6



施策の基本的方向 具体的施策 関連提言等 施策の実施状況及び関連統計等

①地方公共団体に対する支援の強化

　・市町村男女共同参画計画の策定の手引を作成、都道府県を通じて配布（内閣府　14年度）

　・男女共同参画宣言都市奨励事業の実施（内閣府　８年度～）（２（２）②に前掲）

　・男女共同参画宣言都市サミットの実施（内閣府　８年度～）（２（２）②に前掲）

①地方公共団体に対する支援の強
化

・男女共同参画会議の「女性
のチャレンジ支援策につい
て」において、以下を意見と
して決定。
　再就職したい女性、キャリ
アアップしたい女性、起業し
たい女性、NPO法人を設立した
い女性等を支援するために
は、女性が新たにチャレンジ
する際に必要となる職業紹
介、職業訓練、再就職支援、
生涯学習、ボランティア活
動、NPO活動、仕事と家庭の両
立支援等の情報を総合的かつ
効率的に提供すべきである。
（中略）このため、以下のよ
うな具体的な取組を進めるこ
ととする。（中略）

（ア）国による女性のチャレ
ンジ支援関係施策の情報を総
合的に提供するため、関連府
省が連携・協力し、情報提供
システムを構築する。具体的
には、関係府省と産業界、大
学、研究機関、NPO法人等に
よって構成される「チャレン
ジ支援ネットワーク検討会
（仮称）」を設置し、平成１
５年度中に各府省が提供して
いる女性のチャレンジ支援策
の情報の体系化を図る。

(ウ)「チャレンジ支援ネット
ワーク検討会（仮称）」にお
いて、チャレンジ支援ネット
ワーク形成のための調査検討
を行い、地域におけるネット
ワーク構築の在り方について
広く情報提供するとともに、
平成１５年度は、チャレンジ
支援のためのネットワーク形
成の重要性の趣旨を広く周知
するため、内閣府等におい
て、「チャレンジキャンペー
ン（仮称）」を行う。

３　国の地方公共
団体、ＮＧＯに対
する支援、国民の
理解を深めるため
の取組の強化
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施策の基本的方向 具体的施策 関連提言等 施策の実施状況及び関連統計等

②男女共同参画社会の実現に向けた活動の拠点施設の充実

　　として４府県（埼玉県、京都府、奈良県、熊本県）を指定。（内閣府　16年度～）

③ＮＧＯとの連携の強化 ③ＮＧＯとの連携の強化

　・男女共同参画推進連携会議の開催（年間５～６回）（内閣府　８年～）（２－２②に前掲）

（エ）（前略）女性のチャレ
ンジ支援の在り方を、具体的
で分かりやすいものとするた
め、女性の活躍度を示すデー
タ等や様々な分野で活躍する
「チャレンジする女性たち」
を紹介する。

（オ）様々な女性支援を行う
「独立行政法人国立女性教育

・男女共同参画会議の「女性
のチャレンジ支援策につい
て」において、「男女共に参
画する地域づくり活動に資す
るような調査研究、好事例等
情報提供等の充実を図る。こ
のため、上記（ア）において
指摘した情報提供システムの
構築において、地域における
活動の好事例や支援事業等紹
介などの検討を行う。」こと
を意見として決定（15年4
月）。

②男女共同参画社会の実現に向け
た活動の拠点施設の充実 　・「地域におけるチャレンジ・ネットワーク環境整備推進事業」において、モデル事業実施地域

会館（ヌエック）」や「女性
と仕事の未来館」等のそれぞ
れの機関の特性を活かして、
研修事業等関連事業における
緊密な連携・協力を行う。
(15年４月）
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施策の基本的方向 具体的施策 関連提言等 施策の実施状況及び関連統計等

④男女共同参画社会の実現に向けた気運醸成

　・男女共同参画社会づくりに向けての全国会議の開催（内閣府　３年度～）

　・男女共同参画週間の実施（内閣府　12年度～）

　・男女共同参画に係る啓発ビデオの制作（内閣府　12年度～）

・女性のチャレンジ賞を創設（内閣府　１６年度～）

・男女共同参画会議の「女性
のチャレンジ支援策につい
て」において、「起業、NPO法
人での活動、地域活動等に
チャレンジすることで輝いて
いる姿を説得力のある形で紹
介することによって、女性だ
けでなく男性を含めた国民の
多くに個性と能力を発揮でき
る男女共同参画社会を身近に
感じてもらい、チャレンジし
てみようという意識を持ち、
自らの選択でチャレンジする
ことができるような環境整備
を行うべきである。・・・こ
のため、活躍する女性を顕彰
する「女性のチャレンジ大賞
（仮称）」制度の創設を検討
する。」、「また、多様な媒
体による具体的なチャレンジ
事例の紹介、職場等の活動の
場に訪問できる機会の拡大、
講演会等へのロールモデルの
派遣など様々な主体による取
組が広がっていくことが期待
される。」ことを意見として
決定（15年4月）。

④男女共同参画社会の実現に向け
た気運醸成
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